
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所継続雇用職員の就業に関する規程 

 

平 成 １ ８ 年 ４ 月 １ 日 

制 定 

平成１９年３月３０日改正 

平成１９年７月２０日改正 

平成２０年４月１日改正 

平成２１年４月１日改正 

平成２１年１１月３０日改正 

平成２２年１２月１日改正 

平成２４年４月１日改正 

平成２５年４月１日改正 

令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 改 正 

令和４年１２月１日改正 

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 改 正 

令和５年１２月１日改正 

令 和 ７ 年 ２ 月 １ 日 改 正 

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 改 正 

令 和 ８ 年 ２ 月 １ 日 改 正 

 

（目的） 

第１条 この規程は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和４６年法律第６８号。以下

「高齢者雇用安定法」という。）第９条第１項第２号又は独立行政法人国立特別支援教育総合

研究所就業規則（平成１８年４月１日制定。以下「就業規則」という。）の定めるところによ

り、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所（以下「研究所」という。）を退職する職員の

継続雇用に関して必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（対象者） 

第２条 この規程の継続雇用の対象となる職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

一 研究所を定年退職する職員又は一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律第９５

号）が適用される職員、特別職に属する国家公務員、独立行政法人通則法（平成１１年法律

第１０３号）第２条第４項に規定する行政執行法人の職員、地方公務員若しくは国家公務員

退職手当法施行令（昭和２８年政令第２１５号）第９条の２各号に掲げる法人その他これに

準ずると認められるものに使用される者（以下「給与法適用職員等」という。）であった者

のうち、給与法適用職員等として定年退職する者（採用の事情等を考慮して理事長が研究所

を定年退職する職員に準ずると認める者に限る。）であって、当該退職する日において６５

歳未満の者のうち、研究所での継続雇用を希望する者（以下この号に該当し継続雇用される

職員を「定年後継続雇用職員」という。） 



二 ６０歳（就業規則第３条第１項に規定する研究職員にあっては、６３歳）に達した日以後

における最初の３月３１日以後に、研究所を就業規則第１５条第１号の規定により退職（就

業規則第３条第１項に規定する任期付職員等が退職する場合を除く。以下「特定自己都合退

職」という。）する職員又は給与法適用職員等であった者のうち、給与法適用職員等を退職

した者（採用の事情等を考慮して、研究所を特定自己都合退職する職員に準ずると理事長が

認める者に限る。）であって、研究所におけるその者に係る定年退職相当日までの間、研究

所で短時間勤務することを希望し、その申出が認められた者（以下この号に該当し継続雇用

される職員を「定年前継続雇用職員」という。） 

 

（勤務形態及び職務） 

第３条 継続雇用される職員（以下「継続雇用職員」という。）の勤務形態は、勤務時間の区分

により、次の各号のとおりとする。ただし、定年前継続雇用職員にあっては、第２号に規定す

る勤務形態に限る。 

一 定年前と同様に１週間につき、３８時間４５分の勤務に就く職員（以下「継続雇用フルタ

イム勤務職員」という。） 

二 １週間あたり１５時間３０分から３１時間までの範囲内で定められた時間のみ勤務に就

く職員（以下「継続雇用短時間勤務職員」という。） 

２ 継続雇用職員の勤務形態及び職務は理事長が決定し、あらかじめ本人に提示するものとする。 

 

（継続雇用の方法） 

第４条 定年後継続雇用職員においては、本人が希望した場合は、当該職員が６５歳に達した日

以後における最初の３月３１日までを上限として継続雇用する。 

２ 定年後継続雇用職員の雇用契約期間は、１回の契約においては１事業年度を超えないものと

し、更新することができるものとする。ただし、雇用契約期間の更新は、高齢者雇用安定法の

一部を改正する法律（平成２４年法律第７８号）附則第３項に基づき、なお効力を有するとさ

れる改正前の高齢者雇用安定法第９条第２項に基づく労使協定により定められた基準に該当

する者は更新しないことができる。 

３ 定年前継続雇用職員の雇用契約期間は、当該職員が継続雇用された日から当該職員に係る定

年退職相当日までとする。 

 

（試用期間） 

第５条 継続雇用職員には、試用期間を設けないものとする。 

 

（年次休暇） 

第６条 年次休暇は、一暦年ごとにおける休暇とし、その日数は、一暦年において、次の各号に

掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。 

一 継続雇用フルタイム勤務職員 ２０日 

二 継続雇用短時間勤務職員 ２０日に１週間の勤務日の日数を５日で除して得た数を乗じ



て得た日数（１週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職

員にあっては、１５５時間に継続雇用短時間勤務職員の１週間あたりの勤務時間を３８時間

４５分で除して得た数を乗じて得た時間数を、７時間４５分を１日として日に換算して得た

日数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数）） 

２ 定年退職となった日の翌日に引き続き定年後継続雇用職員となった職員の当該一暦年の年次

休暇は、前項の規定にかかわらず、当該退職時における未使用の日数及び時間数とする。 

３ 第４条第２項により継続雇用が更新された場合の当該一暦年の年次休暇は、第１項の規定に

かかわらず、当該更新された日の前日における未使用の日数及び時間数とする。 

 

（その他の勤務時間、休暇等） 

第７条 継続雇用職員の勤務時間、休暇等に関する事項については、前条に定めるもののほか、

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所職員の勤務時間、休暇等に関する規程（平成１８年

４月１日制定）を準用する。 

 

（給与） 

第８条 継続雇用職員の給与に関する事項については、本条に別段の定めがある場合を除き、独

立行政法人国立特別支援教育総合研究所職員給与規程（平成１８年４月１日制定。以下「給与

規程」という。）を準用する。 

２ 継続雇用職員の俸給月額は、給与規程を準用する場合に適用される俸給表及び職務の級に応

じて、別表第１のとおりとする。ただし、継続雇用短時間勤務職員の俸給月額は、同表による

額に対し、当該職員の１週間あたりの勤務時間を３８．７５で除して得た数（以下「算出率」

という。）を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）

とする。 

３ 継続雇用短時間勤務職員には、給与規程に規定する扶養手当及び初任給調整手当は、支給し

ない。 

４ 継続雇用職員に対する管理職手当の額は、給与規程第１１条第２項に掲げる職員の区分、適

用される俸給表及び職務の級に応じて、別表第２に掲げる額とする。ただし、継続雇用短時間

勤務職員の管理職手当の額は、同表による額に対し、第２項に定める算出率を乗じて得た額（そ

の額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

 

（退職手当） 

第９条 継続雇用職員には、退職手当を支給しない。 

 

（懲戒） 

第１０条 継続雇用職員について、定年退職となった日又は特定自己都合退職した日までの引き

続く職員としての在職期間中の行為が、就業規則第６８条の懲戒の事由に該当したときは、懲

戒に処することができる。 

 



附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

（高年齢者雇用確保措置に関する特例等） 

２ 次の表の左欄に掲げる期間における第４条の規定の適用については、同条中「６５歳」とあ

るのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで  ６２歳 

平成１９年４月１日から平成２２年３月３１日まで  ６３歳 

平成２２年４月１日から平成２５年３月３１日まで  ６４歳 

３ 前項の規定にかかわらず、継続雇用の年度の前年度に独立行政法人国立特別支援教育総合研

究所職員給与規程（平成１３年４月２日制定）第５条第２項第２号の適用を受ける職員につい

ては、次の表の左欄に掲げる期間における第４条の規定の適用について、同表の左欄に掲げる

区分に応じ同表の右欄に掲げる字句とする。 

平成２２年４月１日から平成２５年３月３１日まで  ６４歳 

 

附 則 

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成１９年７月２０日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２１年１２月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２２年１２月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 



 

附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、令和４年１２月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

（定年前継続雇用職員に関する経過措置） 

２ 令和５年４月１日から令和１４年３月３１日までの間、定年前継続雇用職員が６５歳に達す

る日よりも前の日に第４条第３項に定める雇用契約期間の満了により退職する場合であって、

当該職員が引き続き継続雇用を希望するときは、当該職員を当該任期満了退職日に研究所を定

年退職する職員とみなし、この規程による定年後継続雇用職員として再度継続雇用することが

できる。この場合において、第３条第１項中「定年前継続雇用職員」とあるのは「定年前継続

雇用職員及びこの規程の令和５年４月１日施行附則第２項に基づき再度継続雇用された定年

後継続雇用職員」と、第６条第２項及び第１０条中「定年退職」とあるのは「定年前継続雇用

職員の任期満了退職」と読み替えるものとする。 

 

附 則 

この規程は、令和５年１２月１日から施行する。ただし、改正後の別表第１については、令和

５年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この規程は、令和７年２月１日から施行する。ただし、改正後の別表第１の規定は、令和６年

４月１日から適用する。 

 

附 則 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、令和８年２月１日から施行する。ただし、改正後の別表第１の規定は、令和７年

４月１日から適用する。 

 



別表第１（第８条第２項関係） 

 

 

俸給表 職務の級 俸給月額 

一般職俸給表 １級 ２００，３００円 

２級 ２２７，８００円 

３級 ２６９，５００円 

４級 ２９０，１００円 

５級 ３０５，７００円 

６級 ３３１，９００円 

７級 ３７４，８００円 

８級 ４０９，２００円 

９級 ４６２，４００円 

１０級 ５４４，１００円 

研究職俸給表 １級 ２３０，２００円 

２級 ２７３，４００円 

３級 ２９９，２００円 

４級 ３４３，０００円 

５級 ４０３，４００円 

６級 ５４５，８００円 

医療・技術職俸給表（一） １級 ２０１，３００円 

２級 ２２７，９００円 

３級 ２５７，３００円 

医療・技術職俸給表（二） １級 ２４８，８００円 

２級 ２６９，７００円 

３級 ２７７，３００円 

 



別表第２（第８条第４項関係） 

 

一般職俸給表 

職務の級 区分 管理職手当の額 

９級 Ⅰ種 ９０，３００円 

８級 Ⅰ種 ７９，８００円 

Ⅱ種 ６９，８００円 

７級 Ⅰ種 ７２，９００円 

Ⅱ種 ６３，８００円 

Ⅲ種 ５４，７００円 

６級 Ⅱ種 ５６，２００円 

Ⅲ種 ４８，２００円 

５級 Ⅱ種 ５１，７００円 

Ⅲ種 ４４，３００円 

４級 Ⅲ種 ４１，９００円 

Ⅳ種 ３４，９００円 

 

※１０級については別に定める。 

 

研究職俸給表 

職務の級 区分 管理職手当の額 

５級 Ⅰ種 ７８，７００円 

Ⅱ種 ６８，８００円 

Ⅲ種 ５９，０００円 

４級 Ⅱ種 ５８，３００円 

Ⅲ種 ４９，９００円 

３級 Ⅲ種 ４３，３００円 

 

※６級については別に定める。 


